
※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 区分 法 人 番 号 申告区分

受付印
平成 年 月 日

香 芝 市 長 様

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通 信 日 付 印 確認印 申告年月日

年 月 日

所 在 地
本市が支店
等の場合は
本店所在地
と併記

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（電話 ）

印
経理責任者
氏 名

この申告

の 基 礎

1．法人税の平成 日

の修正申告書の提出による。

の更正・決定・再更正による。

事 業 種 目

期末現在の資本金の額
又は出資金の額

期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

兆 十億 百万 千 円

第
二
十
号
様
式（

提
出
用）

平成 年 月 日から平成 日までの の市民税の 申告書※

こ
の
申
告
書
は
ノ
ー
カ
ー
ボ
ン
で
す
。

提
出
用
と
控
用
を
重
ね
て
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

摘 要

（ ）使 途 秘 匿 金 税 額 等
法人税法の規定によって計算した法人税額

みなし配当の25％相当額の控除額

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る法人税額

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額
漓＋滷－澆－潺＋潸

２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税
標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額（

澁
澡
×澤）

外国の法人税等の額の控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

差引法人税割額 澁－潯－潛 又は 澀－潯－潛

既に納付の確定した当期分の法人税割額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

この申告により納付すべき法人税割額 濳－潭－澂

均

等

割

額

算定期間中において事務所等を有していた月数

既に納付の確定した当期分の均等割額

この申告により納付すべき均等割額 澎－澑

この申告により納付すべき市民税額 潼＋濂

潦のうち見込納付額

差 引 潦－澳

漓

滷

澆

潺

潸

澁

澀

潯

潛

濳

潭

澂

潼

潘

課 税 標 準 法 人 税 割 額
税率（ 税 額

（ ）

0 100

月 円×
潘
12 澎

澑

濂

潦

澳

澣

香芝市内に所在する事務所、事業所又は寮等

名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地

合 計

分 割 基 準
当該法人の全従業者数 左のうち香芝市分

の従業者数

香芝市分の均等割の
税率適用区分に用い
る従業者数

人

澡 澤 澹

場
合
の
澎
の
計
算

指
定
都
市
に
申
告
す
る

区 名 ※
区コード 月数 従業者数 均等割額

人 円

0

決算確定の日
法人税の申告書
の 種 類

こ の 申 告 が
中 間 申 告 の
場合の計算期間

平成 年 月 日

青 色 ・ その他

日から
日まで

翌期の中間
申告の要否
法人税の申告
期限の延長の
処分の有無

要・否

有・無

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

銀行 支店
口座番号（普通・当座）

還 付 請 求 税 額

法第15条の４の徴収猶予を
受 け よ う と す る 税 額

関与税理士
署 名 押 印 （電話 ）

※
従
業
者
数
は
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

市町村コード

2 9 1 0

奈 良 県

香 芝 市 法人市民税領収証書 蕘公

口 座 番 号 加 入 者

00990－0－960319 香 芝 市 会 計 管 理 者

所在地及び法人名

法 人 番 号

事 業 年 度 02 01 42 51 52 43 41

・ か
ら

ま
で

そ
の
他

見

込

決

定

更

正

修

正

確

定

予

定

中

間 （ ）
法人税割額

均 等 割 額

延 滞 金

督促手数料

合 計 額

01

02

03

04

05

百 十 億 千 万 円

納期限 年 月 日

上記のとおり領収しました。

この納付書は、３枚１組の複写
式となっています。３枚一緒に
提出してください。

領

収

日

付

印
（納税者保管）

年 月

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

0 0

0 00 100

0 0

00

0 0

00

0 0

00

0 0

人

平成 年 月
平成 年 月

十億 百万 千 円

0

0 0

2 9

・ ・ ・
百 十 千 百 十

（ふりがな）

人

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

A
01
K
11
40
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月年

事業年度分又は
連結事業年度分

100）

試験研究費の増加額、試験研究費の総額又は特別共同試験
研究費に係る法人税額の特別控除額

0 0

2．法人税の平成 日月年

課税年度 申告区分



第
二
十
号
様
式（

控
用）

※
従
業
者
数
は
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

市町村コード

2 9 1 0

奈 良 県

香 芝 市 法人市民税納付書 蕘公

口 座 番 号 加 入 者

00990－0－960319 香 芝 市 会 計 管 理 者

所在地及び法人名

事 業 年 度 02 01 42 51 52 43 41

・ か
ら

ま
で

そ
の
他

見

込

決

定

更

正

修

正

確

定

予

定

中

間 （ ）
法人税割額

均 等 割 額

延 滞 金

督促手数料

合 計 額

01

02

03

04

05

百 十 億 千 万 円

納期限 年 月 日

上記のとおり納付します。

領

収

日

付

印
（金融機関又は郵便局保管）

2 9

・ ・ ・
百 十 千 百 十

A
01
K
11
41
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7I日 計

口

円

※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 区分 法 人 番 号 申告区分

受付印
平成 年 月 日

香 芝 市 長 様

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通 信 日 付 印 確認印 申告年月日

年 月 日

所 在 地
本市が支店
等の場合は
本店所在地
と併記

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（電話 ）

印
経理責任者
氏 名

この申告

の 基 礎

1．法人税の平成 日

の修正申告書の提出による。

の更正・決定・再更正による。

平成 年 月 日から平成 日までの の市民税の 申告書※

摘 要

（ ）使 途 秘 匿 金 税 額 等
法人税法の規定によって計算した法人税額

みなし配当の25％相当額の控除額

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る法人税額

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額
漓＋滷－澆－潺＋潸

２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税
標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額（

澁
澡
×澤）

外国の法人税等の額の控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

差引法人税割額 澁－潯－潛 又は 澀－潯－潛

既に納付の確定した当期分の法人税割額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

この申告により納付すべき法人税割額 濳－潭－澂

均

等

割

額

算定期間中において事務所等を有していた月数

既に納付の確定した当期分の均等割額

この申告により納付すべき均等割額 澎－澑

この申告により納付すべき市民税額 潼＋濂

潦のうち見込納付額

差 引 潦－澳

漓

滷

澆

潺

潸

澁

澀

潯

潛

濳

潭

澂

潼

潘

課 税 標 準 法 人 税 割 額
税率（ 税 額

（ ）

0 100

月 円×
潘
12 澎

澑

濂

潦

澳

澣

香芝市内に所在する事務所、事業所又は寮等

名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地

合 計

分 割 基 準
当該法人の全従業者数 左のうち香芝市分

の従業者数

香芝市分の均等割の
税率適用区分に用い
る従業者数

人

澡 澤 澹

場
合
の
澎
の
計
算

指
定
都
市
に
申
告
す
る

区 名 ※
区コード 月数 従業者数 均等割額

人 円

0

決算確定の日
法人税の申告書
の 種 類

こ の 申 告 が
中 間 申 告 の
場合の計算期間

平成 年 月 日

青 色 ・ その他

日から
日まで

翌期の中間
申告の要否
法人税の申告
期限の延長の
処分の有無

要・否

有・無

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

銀行 支店
口座番号（普通・当座）

還 付 請 求 税 額

法第15条の４の徴収猶予を
受 け よ う と す る 税 額

関与税理士
署 名 押 印 （電話 ）

年 月

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

0 0

0 00 100

0 0

00

0 0

00

0 0

00

0 0

人

平成 年 月
平成 年 月

十億 百万 千 円

0

0 0

（ふりがな）

人

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

月年

事業年度分又は
連結事業年度分

100）

試験研究費の増加額、試験研究費の総額又は特別共同試験
研究費に係る法人税額の特別控除額

0 0

2．法人税の平成 日月年

法 人 番 号課税年度 申告区分

事 業 種 目

期末現在の資本金の額
又は出資金の額

期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

兆 十億 百万 千 円



上記のとおり通知します。

第20号様式記載要領

１ この申告書は、仮決算に基づく中間申告（連結法人以外の法人が行なう中間申告に限ります）、
確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用すること。

２ この申告書は、事務所又は事業所所在地の市町村長に１通を提出すること。
３ ※印の欄は記載しないこと。
４ 金額の単位区分（けた）のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記載する

こと。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位（けた）に△印を付
すること。

５ 連結法人（法人税法第２条第12号の７の４に規定する連結法人をいう。以下この記載要領にお
いて同じ｡）及び連結法人であった法人にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額
漓」の欄から「退職年金等積立金に係る法人税額潸」の欄までは記載しないこととし、「課税標準
となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額澁」の「課税標準」の欄に第20号様式
別表１の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額潯」の欄の金額を記載すること。

６ 蹇法人税法の規定によって計算した法人税額漓蹉の欄は、法人税の申告書（別表１盧から別表
１蘯まで）の蹇法人税額計蹉の欄の金額（この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％相当額が
記載されている場合には、当該額を加算した金額）を記載し、括弧内には、土地譲渡利益金額に
対する法人税額、リース特別控除取戻税額及び使途秘匿金の支出に対する法人税額（使途秘匿金
の支出の額の40％相当額）の合計額を記載すること。

７ 蹇２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰
属法人税額及びその法人税割額澀」の「課税標準」の欄は、「課税標準となる法人税額又は個別帰
属法人税額及びその法人税割額澁」の欄の金額を蹇当該法人の全従業者数澡蹉の欄の数値で除し
て得た額（この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち蹇当該法人の全
従業者数澡蹉の欄の数値のけた数に１を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨て
る｡）に､蹇香芝市分の従業者数澤蹉の欄の数値を乗じて得た額を記載すること。

８ 蹇潦のうち見込納付額澳蹉の欄は、法人税法第75条の２第１項（同法第145条において準用する
場合を含む｡）の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が市町村民税につき申
告書の提出前に納付した金額又は同法第81条の24第１項の規定により連結確定申告書の提出期限
が延長されている法人（当該法人との間に連結完全支配関係（同法第２条第12号の７の５に規定
する連結完全支配関係をいう｡）がある連結子法人（同法第２条第12号の７の３に規定する連結
子法人をいう｡）（同法第２条第16号に規定する連結申告法人に限る｡）を含む｡）が市町村民税に
つき申告書の提出前に納付した金額を記載すること。

９ 蹇還付請求税額蹉の欄は、法第321条の８第25項の規定により還付を受けようとする場合におい
て、政令第48条の12の規定による請求書に代わるものとして記載することができる。
ただし、中間納付額の還付金を未納分へ充当を希望する場合は､「還付請求税額」欄には充当金
額を差し引いた金額を記載すること。

10 蹇法第15条の４の徴収猶予を受けようとする税額蹉の欄は、法第15条の４第１項の規定の適用
を受けようとする場合において、第１号様式による届出書に代えようとする法人が記載すること｡

奈 良 県 香 芝 市 役 所

納付書の記載について

1． 法人名、所在地、事業年度、金額は明確に

お書きください。

2． 申告区分は該当事項を蕘で囲んでください。

辣納付場所辭

1． 香芝市指定金融機関

南都銀行香芝支店

2. 香芝市収納代理金融機関

◇ ◇三菱東京UF 銀行 り そ な 銀 行

◇ ◇三井住友銀行 み ず ほ 銀 行

◇ ◇近畿大阪銀行 第 三 銀 行

◇ ◇関西アーバン銀行 大和信用金庫

◇奈良中央信用金庫

◇奈良県農業協同組合

上記の各本店支店

◇近畿２府４県郵便局

指定金融
機 関 名
（取りまとめ店）

取りまとめ店

受 付 店蜚南都銀行

香芝支店蜚香 芝 市

大阪貯金事務センター

郵便番号 539－8794

市町村コード

2 9 1 0

奈 良 県

香 芝 市 法人市民税領収済通知書 蕘公

口 座 番 号 加 入 者

00990－0－960319 香 芝 市 会 計 管 理 者

所在地及び法人名

事 業 年 度 02 01 42 51 52 43 41
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法人税割額

均 等 割 額
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合 計 額
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百 十 億 千 万 円

納期限 年 月 日
領
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印
（香芝市保管）
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法 人 番 号課税年度 申告区分

J

JYOHO145
テキストボックス
のゆうちょ銀行（郵便局）




